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お知らせ

土曜日にマイナンバーの�
手続きができます

ID　104492322
　令和9年3月まで、下記の日程でマ
イナンバーカードの交付および申請、
電子証明書の更新等の窓口を開設し
ています。
日程

月 開庁日
4月 25日
5月 30日
6月 27日
7月 25日
8月 29日
9月 26日
10月 31日
11月 28日
12月 19日
1月 30日
2月 27日
3月 27日

時間　午前9時～正午
そ�の他　持ち物などの詳細は、市
ホームページをご確認ください。
転入、転出など住所異動に関する
手続きはできません。
問合　市民課市民・戸籍G
　　　☎24-1112

4月分から国民年金保険料が
変わります
令和8年3月まで　月額17,510円
令和8年4月から　月額17,920円
学生納付特例制度
　20歳以上であれば、学生も国民年
金の被保険者となりますが、本人の
所得が一定額以下の場合、国民年金
保険料の納付が猶予される「学生納
付特例制度」があります。
対象　次の①②いずれも満たす方
①�大学（大学院）、短期大学、高等学
校、高等専門学校、特別支援学校、
専修学校および各種学校（修業年
限1年以上である課程）に在学する
学生等
②�本人の前年所得が128万円＋（扶
養親族等の数×38万円）+社会保
険料控除等以下である
　学生納付特例制度を申請される方
は、必要書類を持参のうえ、下記の窓
口で手続きをしてください。また、マ
イナポータルを利用した電子申請も
できますので、ぜひご利用ください。
　学生納付特例の承認期間は4月～
翌年3月の1年間ですが、承認を受け
た次の年度も在学予定の場合は、4月
以降に再申請の用紙が届きます。
　引き続き、学生納付特例制度の申
請を希望される場合は、必要事項を
記入のうえ郵送でご返送ください。電
子申請、窓口での手続きも可能です。
必要書類
・基礎年金番号がわかるもの
・学生証や在学証明書（原本）等
※�退職された方は、離職票または雇
用保険受給資格者証の写し
問合
保険年金課医療・年金Ｇ　☎24-1114
中村年金事務所　☎052-453-7200

令和8年度福祉タクシー�
利用助成券の交付

ID　902062621
　市と契約しているタクシー業者を
利用する場合、料金の一部を助成し
ます。
対�象　身体障害者手帳1～3級、療育
手帳A・B判定、精神障害者保健福
祉手帳1・2級、戦傷病者手帳特別
項症～第5項症、被爆者健康手帳
をお持ちの方
交付枚数　24枚まで（令和8年度中）
乗�車ごとの利用枚数　1回の乗車に
つき2枚まで（1枚500円以内）
申�込　4月1日㈬以降、手帳・対象者
本人の印鑑を持参のうえ、下記へ。
問合　福祉課福祉Ｇ　☎24‐1115

防犯灯設置費補助金申請制度
ID　179852165

　夜間における交通安全と犯罪防止
を図り、「犯罪のない明るいまちづく
り」を推進するため、町内会・自治会が
設置取替する防犯灯の費用の一部を
補助します。
受付期限
　令和9年2月26日㈮
補助金の額
　設置取替に必要な経費の2分の1
　（上限10,000円、100円未満切捨て）
申請書類
・防犯灯設置事業補助金交付申請書
・見積書の写し
・設置取替場所の位置図
※�必ず交付決定後に工事を行ってく
ださい。
問合　市民協働課市民協働Ｇ
　　　☎55-9298
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自転車用ヘルメット�
購入費補助

ID　868598019
　自転車用ヘルメットの着用促進と
交通事故による被害軽減を図るた
め、購入費用の一部を補助します。
受付期間
　4月1日㈬～令和9年2月26日㈮
※予算がなくなり次第、終了
※購入から3カ月以内に申請
補助対象者
　過去に同補助金を受けていない市
内在住の方で、満7～18歳の児童生
徒または65歳以上の方（1人1回ま
で）
補助金額
　購入金額の2分の1（上限2,000円）
補助対象のヘルメット
　安全認証（SG、JCF、CE EN-1078、
GS、CPSCのうちいずれか）を受けた
新品の自転車用ヘルメット
提出書類
・�申請書（補助金交付申請書兼実績

報告書兼請求書）
・�領収書の写し（令和８年4月1日以

降に発行されたものに限る）
・�通帳などの写し
・�ヘルメットの安全認証を確認でき

る書類などの写し（現物提示可）
※�申請書は市ホームページからもダ

ウンロードできます。
問合　市民協働課市民協働Ｇ
　　　☎55-9298

特殊詐欺および住宅侵入盗�
などの防犯対策を支援します！

ID　868598019
　侵入盗、自動車盗および特殊詐欺
などの犯罪を未然に防止するために
必要な防犯対策品を購入・設置する
経費の一部を補助します。
受付期間
　4月1日㈬～令和9年3月31日㈬
※予算がなくなり次第、終了
※購入から3カ月以内に申請
対象
特�殊詐欺対策事業
市内在住の65歳以上の方（1世帯1
回まで）
防犯用具事業
市内在住の方（1世帯1回まで）
補助金額　補助対象経費の2分の1
特殊詐欺対策機器事業
補助上限額6,000円
防犯用具事業
補助上限額16,000円
補助対象防犯用品
特殊詐欺対策機器
特殊詐欺撃退電話機、自動応答録音
装置(設置費含む、システム料除く)
防�犯用具　センサー・ライト、補助錠、

録画機能付きインターホンなど
提出書類
・補助金交付申請書兼実績報告書
・領収書の写し（レシート可）
※令和8年4月1日以降のものに限る。
・製品などの規格が分かるもの
※�現物の提示や保証書、カタログ、規

格が分かる現物の写真などでの確

認が必要です。
・補助金請求書
・通帳等の写し
※�申請書は市ホームページからもダ

ウンロードできます。
問合　市民協働課市民協働Ｇ
　　　☎55-9298

水道水の水質検査計画を策定
ID　635576777

　令和8年度に行う水質検査につい
て、採水の場所、検査の項目・頻度な
どの計画を定めました。その内容を工
務課および市ホームページで公表し
ています。
問合　工務課工務G　☎55-9748

税務署からのお知らせ
　毎年4月は20歳未満飲酒防止強調
月間です。
　20歳未満の方の飲酒は法律で禁
止されています。令和4年4月に民法
の成年年齢は18歳に引き下げられま
したが、お酒に関する年齢制限は20
歳のまま維持されています。
問合　津島税務署　☎26-2161

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告については市が推奨するものではありません。内容については直接広告主にお問い合わせください。
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計量器の定期検査
ID　533117028

　計量器（はかり）を取引、証明などに
使用する場合は、2年に1回の定期検
査が義務づけられていますので、必
ず検査を受けてください。
日時　4月21日㈫・22日㈬・24日㈮
　午前10時～正午、午後１時～３時
場所　生涯学習センター小ホール
手数料　有料（計量器により異なる）
そ�の他　計量士（有資格者）が定期検
査期日以前１年間以内に行った検
査で、愛知県知事にその旨を届け
た計量器は定期検査が免除されま
す。
問�合　観光・プロモーション課商工・
消費生活Ｇ　☎55-9663

令和8年度版生涯学習ガイド
ID　270093266

　令和8年度に実施予定の講座・教
室・イベント情報や、市内で活動する
クラブ・同好会、公共施設の利用案内
等の情報を掲載しています。市ホー
ムページからご覧ください。
問�合　社会教育課生涯学習・文化振
興Ｇ　☎55-9421

飼い主のいない猫の�
不妊去勢手術費の補助制度

ID　153451233
　飼い主のいない猫による生活環境
被害の軽減と不必要な繁殖を防止す
るため、市内で地域猫活動を行う団
体に対し、飼い主のいない猫の不妊
去勢手術に係る補助を行っています。
対�象　飼い主のいない猫が生息する
地域の市民1人以上を含む3人以上
で構成され、愛知県が策定した「所
有者のいない猫の適正管理マニュ

アル」に基づいて活動を行う団体
補助金額　手術に要した費用の額
不妊手術　１匹につき上限10,000円
去勢手術　１匹につき上限6,000円
※�補助金の交付には団体の事前登録
が必要です。他にも各種条件があ
りますので、詳細は下記へ問い合
わせください。
受�付　必要書類の整った団体から先
着順に行います。手術後の申請は
できません。
※�活動の進め方等詳細や申請に必要
な様式については、市ホームペー
ジを確認ください。
問合　生活環境課環境保全Ｇ
　　　☎55-9368

狂犬病予防注射
ID　388333294

　狂犬病予防法により、生後91日以
上の犬は登録をし、狂犬病予防注射
を受けることが義務付けられていま
す。登録は生涯に1回、狂犬病予防注
射は毎年度受けてください。
接種期間
　狂犬病予防法施行規則で、狂犬病
予防注射は4月1日～6月30日に受け
ることとされています。期間内に狂犬
病予防注射の接種をお願いします。
問合　生活環境課環境保全G
　　　☎55-9368

ペットの火葬
ID　368141716

　ペットの火葬受付を行っています。
火葬は他の火葬施設で行い、合同火
葬・合同埋葬になります。
　直接、ペットを斎場へお連れいただ
き、斎場窓口で利用の申し込みをお
願いします。
利用できる方　津島市民のみ
受付場所　津島市斎場（元寺町2-59）
　　　　　☎28-2389
受付時間
　午前8時30分～午後5時15分
※�1月1日および友引の日は斎場休
業のため受け付けできません。
料金　1匹当たり2,200円
問合　生活環境課環境保全G
　　　☎55-9368

若年層の性暴力被害予防月間
　入学・就職などにともない若年層
の生活環境が大きく変わり、被害に
遭うリスクが高まる時期である4月は
「若年層の性暴力被害予防月間」と
定められています。
　AV出演強要、SNSを利用した性被
害など、性暴力の手口が巧妙になっ
ています。
　「被害に遭っているかも」と思った
ら、ひとりで悩まずご相談ください。
また、性暴力に関する情報を共有し、
社会全体で性暴力をなくしていきま
しょう。
相談・問合
人権推進課人権同和・男女参画G
☎55-9364
性犯罪・性暴力被害者のためのワンス
トップ支援センター　☎＃8891
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住宅用地球温暖化対策設備
設置費補助金

ID　378925154
　地球温暖化防止のため、次の設備
を自ら居住する住宅に設置する個人
に対して、その設置費の補助を予算
の範囲内で行います。
対�象設備　次の①～④の設備を設置
する方（①、②は③または④と一体
的に設置する必要があります）
①太陽光発電施設
・�太陽電池モジュールの公称最大出
力の合計が50kW未満のもの
・�発電した電気をその住宅で消費す
るもの
②住宅用エネルギー管理システム
　（HEMS）
・�電気使用量などを自動で実測し、
エネルギーの「見える化」を図ると
ともに、機器の電力使用量などを
調整する機能を有するもの
③定置型リチウムイオン蓄電システム
・�リチウムイオン蓄電池部およびイ
ンバータ等の電力変換装置を備
え、再生可能エネルギーにより発電
した電力、または夜間電力を繰り返
し蓄え、停電時や電力需要ピーク
時等に活用できるもの
④電気自動車等充給電設備
　電気自動車またはプラグインハイ
ブリッド自動車への充電および電気
自動車等から分電盤を通じた住宅へ

の電力の供給が可能なもの
補助上限金額
①、②、③一体型　212,800円
①、②、④一体型　112,800円
③単体　150,000円
④単体　50,000円
※�その他の要件は、市ホームページ
を確認ください。
受�付　必要書類が整った方から先着
順に行います。設置工事着手後の
申請はできません。
問合　生活環境課環境保全Ｇ
　　　☎55-9368

春の全国交通安全運動
4月6日㈪～15日㈬

　春は新たな生活をスタートさせる
新入学児童を始め、学生や社会人な
どによる不慣れな交通環境での交通
事故の発生が懸念されます。また、外
出する機会が増え、人や車の動きが
活発化するなど、交通事故の多発が
心配されます。
　一人ひとりが交通ルールの遵守と
歩行者や車両に対する「思いやり・ゆ
ずり合い」の気持ちを持って、交通事
故を防止しましょう。

運動の重点
・�通学路・生活道路におけるこどもを
始めとする歩行者の安全確保
・�「ながらスマホ」の根絶や歩行者優
　先などの安全運転意識の向上
・�自転車・特定小型原動機付自転車
の交通ルールの理解・遵守の徹底
問合　市民協働課市民協働Ｇ
　　　☎55-9298

春の安全なまちづくり県民運動
4月15日㈬～24日㈮

犯罪にあわない 犯罪を起こさせない
犯罪を見逃さない
　例年、春から夏にかけてこどもと女
性に対する声かけ・付きまといが増加
する傾向にあります。他人事と思わ
ず、警戒心を持ちましょう。
運動の重点
・侵入盗の被害防止
・�特殊詐欺の被害防止、SNS型投資・
ロマンス詐欺の被害防止
・自動車盗の防止
・こどもと女性の犯罪被害防止
問合　市民協働課市民協働Ｇ
　　　☎55-9298

　生活排水による河川の汚れを防止するため、既存の単
独処理浄化槽または汲み取り便所の便槽から合併処理
浄化槽への転換に対する補助を行っています。
要件
◦�申請者が居住している住宅であり、公共下水道事業計
画区域以外の区域（浄化槽処理促進区域）であること

◦�補助金の交付決定前に転換工事が行われていないこと
◦�令和9年2月末日までに工事を完了すること
※�その他の要件は市ホームページに掲載しています。
受�付　必要書類の整った方から先着順に行います。転換
工事着手後の申請はできません。

合併処理浄化槽設置整備費補助金 ID　971278332
問合　生活環境課環境保全Ｇ　☎55-9368

補助限度額
人槽区分 単独処理浄化槽・汲み取り便所からの転換 宅内配管工事 単独処理浄化槽・汲み取り便所の便槽の撤去処分
5人槽 332,000円

+ 330,000円 + 150,000円（単独処理浄化槽）
+ 120,000円（汲取り便槽）6～7人槽 414,000円

8～10人槽 548,000円
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